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「
岩
国
・
大
竹
道
路
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

い
わ
ゆ
る
「
岩
国
・
大
竹
道
路
」
建
設
に
関
し
、
次
の
通
り
質
問
す
る
。

�

計
画
に
つ
い
て

�

計
画
の
現
状
、
見
通
し
、
工
期
、
費
用
、
規
模
、
実
施
主
体
な
ど
、
計
画
全
体
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

�

団
地
の
南
側
を
通
す
な
ど
、
な
る
べ
く
団
地
に
影
響
が
な
い
コ
ー
ス
に
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

�

地
下
四
十
メ
ー
ト
ル
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
く
掘
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

�

ト
ン
ネ
ル
、
切
り
通
し
以
外
の
方
法
で
道
路
を
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

�

工
事
計
画
の
中
止
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

�

県
境
の
国
道
二
号
線
の
渋
滞
を
、
よ
り
早
期
に
解
決
す
る
方
法
は
、
時
間
が
相
当
か
か
る
新
し
い
道
路
建
設
よ
り
も
、

国
道
と
並
行
す
る
既
設
の
高
速
道
路
（
山
陽
自
動
車
道
）
の
区
間
を
即
時
無
料
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

�

平
田
バ
イ
パ
ス
と
関
関
バ
イ
パ
ス
を
つ
な
ぎ
大
竹
市
ま
で
延
長
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
渋
滞
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。

�

工
事
の
影
響
に
つ
い
て

一



�

振
動
・
騒
音
に
よ
る
健
康
、
精
神
面
へ
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

�

工
事
に
伴
う
水
道
管
や
ガ
ス
管
へ
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

�

ト
ン
ネ
ル
の
入
り
口
か
ら
出
る
排
気
ガ
ス
が
団
地
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
る
と
考
え
て
い
る
か
。

�

地
質
の
関
係
で
ト
ン
ネ
ル
が
無
理
な
場
合
、
切
り
通
し
に
な
る
案
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
排
気
ガ
ス
が
直
接
上
が
っ

て
く
る
の
で
、
健
康
や
自
然
へ
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
切
り
通
し
に
な
れ
ば
団
地
の
道
路
が
寸
断
さ
れ

る
の
で
、
山
手
サ
ン
ラ
ン
ド
ヘ
直
接
、
行
け
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

�

ト
ン
ネ
ル
を
開
通
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
震
に
弱
く
な
る
な
ど
、
耐
震
度
に
影
響
は
な
い
の
か
。
地
震
が
起
き
た

と
き
の
家
屋
や
人
命
に
対
す
る
影
響
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

�

地
域
ご
と
の
車
両
通
行
時
の
騒
音
予
想
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

�

環
境
影
響
評
価
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
工
事
中
、
振
動
計
な
ど
の
科
学
的
に
影
響
を
証
明
す
る
も
の
を
設
置
す
る

の
か
。

	

ト
ン
ネ
ル
完
成
前
と
後
の
交
通
量
・
二
酸
化
炭
素
の
変
化
を
測
定
す
る
た
め
に
、
現
時
点
で
最
低
一
週
間
の
交
通
量
及

び
二
酸
化
炭
素
を
関
係
機
関
で
調
査
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

二



�

補
償
に
つ
い
て

�

ト
ン
ネ
ル
の
開
通
に
伴
う
地
価
の
下
落
に
対
す
る
補
償
は
行
わ
な
い
の
か
。

�

工
事
の
影
響
に
よ
る
道
路
や
家
屋
の
損
傷
に
対
す
る
補
償
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

�

工
事
後
、
車
の
通
行
に
よ
っ
て
振
動
が
発
生
し
、
そ
の
影
響
で
道
路
や
家
屋
に
損
傷
が
生
じ
た
場
合
に
補
償
は
あ
る

か
。

�

居
住
者
全
員
の
同
意
が
な
い
と
事
前
に
家
屋
の
調
査
が
で
き
な
い
の
か
。

�

住
民
へ
の
説
明
に
つ
い
て

�

住
民
へ
の
説
明
が
不
十
分
な
ど
、
国
や
市
の
対
応
が
不
誠
実
で
は
な
い
か
。

�

国
（
国
土
交
通
省
）
は
、
何
故
ト
ン
ネ
ル
上
の
家
を
訪
問
し
て
、
説
明
し
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


